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Step4 ▶公表課程 パートナーシップ宣言※の作成
基礎 ・応用課程の研修を全日程受講し、事業所の「よろず機能」を明確にして、「パートナーシップ宣言」を
完成させる。研修の全日程を受講し、「パートナーシップ宣言」を提出した事業所は長野県が公表する。
※パートナーシップ宣言とは、研修を全日程受講した事業所が、自らの事業所の特長を明らかするものです。

Step1
介護保険または障がい者総合支援法の基準を満たしている事業所であること。
さらに、事業所の所在する地域の課題や問題、困りごとに当事者意識を持ち問題解決や
支援を必要としている住民と協同して行動を起こす覚悟がある事。

Step3 ▶応用課程 よろず支援機能 ・応用研修
生活支援計画作成研修

（５時間 ×3 日）

講師 ： 宮島渡

共生ケア研修
（５時間 ×3 日）

講師 ： 惣万佳代子 他

生活支援コーディネーター研修
（4 時間 15 分）

長野県主催

Step2 ▶基礎課程 よろず支援機能 ・基礎研修
地域支援機能編

（５時間 ×1 日）

講師 ： 宮島渡

共生ケア機能編
（５時間 ×1 日）

講師 ： 惣万佳代子

認知症支援機能編
（５時間 ×1 日）

講師 ： 田中正廣

＜よろず支援機能 ・基礎研修＞ ＜よろず支援機能 ・応用研修＞
・地域支援機能編…7/16（塩尻総合文化センター）
・認知症支援機能編…8/9（塩尻総合文化センター）
・共生ケア機能編…9/20（豊科交流学習センター「きぼう」）

・生活支援計画作成研修…10/28（会場未定）・
11/26・12/26（豊科交流学習センター「きぼう」）
・共生ケア研修…（日程・会場未定）
・生活支援コーディネーター研修…長野県の予定による

宅幼老所ステップアップ研修のご案内

■ 宅幼老所ステップアップ研修とは…？

長野県地域医療介護総合確保基金事業　宅幼老所機能強化事業

　現在「宅幼老所」と認識されている施設には、 単なる小規模通所介護事業
所から通い ・ 泊まり ・ 訪問まで対応している小規模多機能、 またはグループ
ホームなど様々な運営形態の事業所が混在しています。また地域によって介
護基盤の整備状況や在宅サービスのニーズが異なります。それらの背景から様々な利用者のための「さらなる安
心安全なサービス」 を提供できる事業所の必要性がますます増加してきています。以上を踏まえ 「福祉よろず拠点」
として機能強化を目指す小規模事業所を対象として平成 29 年度から「ステップアップ研修」を実施しております。
　本事業は「長野県地域医療介護総合確保基金事業 宅幼老所機能強化事業」の補助金を受けて、 NPO 法人 
長野県宅老所 ・ グループホーム連絡会が実施します。
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お問合せ先

法人名

事業所名

住　所

TEL

受講者

FAX

（職種：　　　　　　　　　　　　　　　　）

氏名 過去研修 参加の有無（どちらかに○）

H29年度

H30年度

有　　　無

有　　　無

下記の申し込み欄に記載の上 FAX（0268-75-8212） でお申し込みください。

※概ね開催日の1週間前までに受講票をFAXでお送りします。届かない場合はお手数ですがお問い合わせください。

NPO法人 長野県宅老所・グループホーム連絡会　事務局（上田市常田3-4-14　第二陽光ハイツ）
TEL：0268-75-7383　FAX：0268-75-8212　Mail：info@nagano-taku-gh.jp

介護保険または障がい者総合支援法の基準を満たしている事業所の、管理者、生活相談員、
計画作成者、またはそれに準ずる方で、意欲のある方

◆講　　師

◆日　　時

◆場　　所

◆受  講  料

2019年9月20日（金） 10：00～16：00（受付 9：30～）

惣万 佳代子 氏（NPO法人デイサービスこのゆびとーまれ　理事長）

西村 和美 氏（NPO法人デイサービスこのゆびとーまれ　副理事長）

矢島 悟 氏（長野県伊那養護学校教員）

5，０００円

9月11日（水）／または定員に達した時点（先着順）　定員：90名

＊当日受付でお支払いください。振込は対応しておりません

＊会場へのお問い合わせは
　ご遠慮ください豊科交流学習センター「きぼう」 多目的交流ホール（安曇野市豊科5609-3）

◆注意事項

◆締　　切

（それぞれの研修を複数で個別に受講は可能ですが、公表の要件はみたしませんのでご注意を！）
・所属する事業所等の名称に「宅老所」「宅幼老所」を使用していなくとも受講可能です。
・公表内容は年度ごとに見直し、評価します。また、更新の際には全研修を受けた人が配置されてい
 るかが要件になります。研修受講者が退職した事業所は再度受け直しが必要です。

◆受講資格

・事業所の「パートナーシップ宣言」を長野県が公表するためには、
 少なくとも1名は全研修を受講することが必須です。

お申込み

令和元年度 宅幼老所ステップアップ研修 のご案内

Step2 よろず支援機能・基礎研修 共生ケア機能編

長野県地域医療介護総合確保基金事業　宅幼老所機能強化事業

◆研修の目的
宅幼老所の本来の目的であった、
「老いも若きも誰でも」の精神である「共生ケア」の基礎を学ぶ


